
 

 

近年、悪質商法の手口は複雑化・多様化しています。 

自分は大丈夫！と思っていませんか？ 

自分や身近な人が安心して暮らしていけるよう、手口や

対処法についてお話いただきます。 

どなたさまもお気軽にご参加ください。 

 

 

＊と  き   令和８年２月２７日（金）  
午後１時３０分～午後３時３０分   

 

＊ところ   上松町公民館 大会議室 
 

＊内  容   式典・表彰 
 

講 演 会  

 「悪質商法の被害にあわないために 

～手口と対処法～」 
 

講師  長野県消費生活センター 

消費者教育アドバイザー 太田 真由美 氏 

 

 

 

 

 

＊参加費    無料 
 

＊主 催    社会福祉法人 上松町社会福祉協議会 
 

 
  

 

 

<同時開催> ～食品ロスをなくし食料支援～ 
 

○フードドライブあげまつ○ 午後 1：00～1：30 

                          大会議室ロビーにて 
 

ご家庭で眠っている 乾麺・缶詰・古米・非常食等お持ちください‼ 
生活にお困りの方への支援につなげます。（賞味期限内の物に限らせていただきます。） 

ありがとうございます。 

共同募金配分事業 

 

〇お問い合わせ〇  社会福祉法人 上松町社会福祉協議会 

電話＊＊５２-３５６０   FAX ５２-５５４４ 

 


